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建設アスベスト東日本弁護団１陣訴訟 

横浜地裁判決に関する声明 

 

２０２６年３月１３日 

東日本アスベスト被害救済弁護団 

 

１ （判決の結論） 

 横浜地方裁判所第８民事部（中山雅之裁判長）は、本日、建設アスベスト東日本被害救済弁

護団１陣訴訟（以下、「東日本１陣訴訟」という。）の判決言い渡しを行った。 

 判決は、原告４１人（被災者単位３２名）のうち、原告２９名（被災者単位２３名）の請求

を一部認容し、ニチアス、エーアンドエーマテリアル、ノザワ、エムエムケイに対し、総額２

億４８２２万８８８６円の損害賠償の支払いを命じた。 

 ただし、判決は、原告１２名（被災者単位９名）の請求について、屋外作業であることや、

建材の到達が認められないとして請求を棄却した。 

２  本件判決は、最一小判令和３年５月１７日及びこれまで各地で積み重ねられてきた判決

によって確立された、建材メーカーの警告義務違反を理由とする損害賠償責任及び、職種や現

場数、マーケットシェアなどから、個別の被災者ごとに損害賠償責任を負う建材メーカーを特

定するという判断手法に則った判決として理解できるものであり、一定の評価もできる。また、

従前の一部の判決で見られていた、責任期間以前の石綿ばく露をもって減額するという不当な

判断手法がとられなかった点、解体改修へのばく露をもって減額はされているが、その幅は一

定した１０％にとどまっていることも一定評価できるものである。 

もっとも、以下のとおりの課題も残っている。 

（１）建材メーカーとの関係では、屋外作業あるいは解体作業に従事した被災者について、建

材メーカーの損害賠償責任が否定されている。本訴訟においても、前記最高裁判決には反映さ

れていなかった諸資料を提出したものの、これにほとんど言及することなく、いずれも責任を

否定しているもので、到底容認できない。 
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（２）シェアについて、吹付材のシェアによる認定をほとんど行わず、実態として重大な被害

を与えている吹付材に係る責任を十分認めておらず、この点も容認することはできない。 

（３）国の関係では、電工類似の作業を行っていた劇団員について、劇団員一般の危険性を論

じて危険性を否定するに留まり、建設作業類似の作業を行う労働者について、建材の使用に伴

う危険性の判断を求めた原告の主張に正面から向き合わないものであった点についても到底

容認できない。 

３ 現在も各地において建設アスベスト訴訟が提起され、たたかわれている。その一方で、被

災者は疾病に苦しみ続けており、本件訴訟係属中にも、原告である被災者で亡くなった者もい

る。 

 少なくとも本件判決で認められた部分は、これまでの訴訟の積み重ねによるものであって、

被告メーカーらにおいては、無用な控訴など行わず、被災者の救済につとめるよう、強く求め

る。あわせて、今回責任が認められなかった企業も、個別の原告との関係で責任が認められな

かったにすぎないのであるから、被告らを含めたすべての石綿含有建材を製造・販売した建材

メーカーに対し、早急に被害者を広く救済する制度の創設をすることを強く求める。 

４ 当弁護団においては、建材メーカーを相手取った横浜地方裁判所において継続中のもう一

つの建設アスベスト訴訟のほか、東京地方裁判所において、造船アスベストにかかる国家賠償

請求訴訟を提起している。 

 当弁護団は、本判決をうけて、今後、すべての石綿による被害が救済されるよう、活動して

いく所存である。 

以上 

  

 


